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内航長距離カーフェリーのブローチング現象に対する安全性評価 
Safety Assessment of Broaching for a Large Domestic RoPax Ship 

 
宇貞 哲*・梅田 直哉** 

 by Satoshi Usada * , Naoya Umeda** 
 

  代表的な内航長距離カーフェリーを取り上げ,  ブローチングとそれに伴う大きな横傾斜に対する安全性について検討した．ま

ず，国際海事機関（IMO）で検討中の新しいブローチング事故防止の第２段階設計基準の方法論を適用したところ，ブローチン

グの必要条件である波乗り発生の可能性が北大西洋海域で顕著となりうることが確認された. しかしながら. 日本周辺の実際の

就航航路に運航範囲を制限すれば問題がないことも同時に明らかにされた．さらに，ブローチングによる 25 度以上の横傾斜の

発生確率の計算法を IMO 直接評価として適用しても, 日本周辺の実際の就航航路ではブローチングによる大傾斜の危険度は無

視できる程度であった. またブローチング発生確率軽減には, 舵面積の拡大が有効であるが, それは同時にブローチングによる

大きな横傾斜の発生確率の増加にもつながりうることも示された.  
 
 

1.  緒言 
我が国の内航の長距離カーフェリーは, モーダルシ

フトによる地球温暖化防止に貢献するとともに, 長距

離トラック運転手の過重労働防止の切り札として期待

されている. その特徴として, 輻輳海域での海上交通

安全法による航行規制のため長さが 200m 以下である

こと, 2 隻での長距離航路維持のためフルード数が 0.3
付近であることがあげられる． 
一方，フルード数 0.3 以上かつ船長 200m 以下の船

舶には，ブローチングと呼ばれる現象の危険が指摘さ

れている．ブローチングとは，最大限の操舵努力にも

かかわらず船が一定の進路を維持できない現象である．

船舶が斜め追波中を航走中，波の下り波面に捕捉され

て長時間留まり，著しい波浪による船首揺れモーメン

トが舵によるモーメントを上回ることによって発生す

る場合が多い．その急激な回頭運動の結果としての遠

心力により転覆に至ることもある，大変危険な現象で

ある．すなわち, ブローチングは我が国の内航の長距

離カーフェリーにとって大きな脅威となりうる． 
このようなブローチング現象の危険を避けるため，

国際海事機関（IMO）は物理則ベースの安全基準をそ

の非損傷時復原性コード（2008 IS Code）に加えるこ

とを決定した．この新しい復原性基準は，安全余裕を

見込んだ２段階の簡易評価基準（第１段階，第２段階）

と，物理現象に可能な限り忠実な直接評価法（第３段

階）の計３段階からなり, このうちいずれかに船舶の

設計・建造段階で満足することを要求する予定である. 
そしてこれに合格できない場合は, 航行海域や航行可

能な海象条件を制限するか, 海象に応じて船速や針路

を決めるための操船ガイダンスを提供することも検討

されている. 

IMO の基準案においては，船舶が全世界的に航行す

ることを前提に, 安全側の推定となるよう代表的な危

険海域として知られている北大西洋の波浪統計を用い

て安全評価が行われている．我が国では, このような

IMO の安全基準は, 国際航海を行う船舶のみならず, 
原則内航船にも同様に適用されている. しかしながら

長距離カーフェリーでは, 前述のように現状ブローチ

ング現象の危険が否定しがたい特性をもつ反面, 実際

に航路として就航している海域は日本周辺海域であり，

北大西洋ほど厳しいか否かについては議論の余地があ

ろう. 実際IMOも就航海域に応じて操船制限を課すこ

とを検討中である. とはいえこのような操船制限を基

準に取り込むためには, 具体的な例をIMOで示すこと

が必要不可欠である.  
そこで，本論では，長さ 200m 以下で 0.3 を超える

フルード数での運航が考えられる長距離カーフェリー

を取り上げ，北大西洋海域ならびに日本周辺での典型

的な定期航路におけるブローチングに対する安全性を

比較検討し，操船制限のあるべき姿について考察する

こととした． 
 
2. 波乗り・ブローチングに関する復原性基準 

 IMO の新しい復原性基準基準 1)は，ブローチング現

象について，その簡易評価基準の第１段階と第２段階

が2015年2月の IMOの第2回船舶設計建造小委員会

（SDC 2）で基本的に合意された. そして今後は, 残

る直接評価手法と操船制限・操船ガイダンスに議論が

移る．この簡易評価基準は, ブローチング現象の必要

条件が波乗り現象であることに着目し, 波乗り現象の

発生を回避するための基準となっている.  すなわち, 
波乗りの発生を避けることができれば, ブローチング

の危険も防ぐことができるわけである. そして, 波乗

りが発生しても保針性が十分であればブローチングに

至らないこともあり, 簡易評価基準はブローチングを
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陽に扱う直接評価法に比べて安全側に危険度を評価す

ることになり, 適切な基準構成を実現している. 
簡易評価基準で基本となる波乗り発生条件の推定は, 

正弦波を後方から受ける船の前後方向の運動方程式を

もとに，船が波に抜かれる周期的な運動と波とともに

進む波乗り状態という非周期的な運動の境界となる条

件を理論的に求めている. すなわち, 波とともに進む

船が１波長移動するのに要する周期が無限大となる条

件を直接見出すと, それが波乗り発生条件となる.2) 

運動方程式には, 船に働く慣性力, 船体抵抗, プロペ

ラ推力, 波浪強制力が考慮されている. また必要とな

る波の位相速度は微小波高理論の第２近似までを考慮

して波長と波高の関数として与えた.3) 
ブローチング現象についての第１段階簡易基準 1)は, 

長さ 200m 以上あるいは最大運航フルード数 0.3 以下

を要求している．前者は, 200ｍを超える大型船に波乗

りを引き起こすような波の出現頻度は小さいという考

えによっている.3) 後者の要件は, 実用的な砕波限界と

いわれる波岨度1/10の波に対する波乗り限界発生フル

ード数を前述の理論計算法により複数の船舶に対して

計算した結果に基づいている. 3) 
ブローチング現象についての第２段階簡易基準 1)は, 

個船の船型, 特性に基づき，対象船舶に波乗りを引き

起こす正弦波の領域を前述の理論計算法により波岨度

と波長船長比をパラメータとして求め, それに北大西

洋における波浪の出現頻度を考慮して, 波乗り発生の

確率を推定し, その値が許容値以下であれば合格とす

るというものである. この許容値としては 0.005 とさ

れている. ただし，この値は波乗り条件を推定する際

に, 波浪強制力をフルードクリロフ近似という実験値

を過大に評価する方法で推定した場合のものである. 
我が国は操船制限など船上での利用のためにはこれに

加えてディフラクション成分を経験式で加えてより現

実的な推定とし, その場合の許容値は 10-4 とすること

を提案している.3) 
ブローチング現象についての第 3 段階直接評価基準

案は，現在検討中であるが, 不規則波中でブローチン

グによる危険な横傾斜の発生する確率を対象水域の波

浪統計を用いて求め許容値と比較することは合意され

ている.4) すなわち，船の運動方程式としては, 前後運

動のみならず左右・旋回・横揺れ運動を考慮すること

になり格段に複雑化する. このため不規則波中時間領

域シミュレーションの単純な反復では計算時間が膨大

となるため，現実的な方法として，梅田らは不規則波

中ブローチング発生確率推定理論を提案し，数値実験

による検証に成功している.5)これは規則波中時間領域

シミュレーションを種々の波岨度，波長船長比の個別

波について実施してブローチングの発生領域を求め，

北大西洋における個別波の出現頻度を考慮し，ブロー

チング発生確率を推定するというものである．さらに

梅田ら 6)はこのブローチング発生確率の推定理論をあ

る 2 軸 2 舵の船舶の自由航走模型実験により検証して

いる． 
そこで本研究では，波乗りについては第 2 段階基準

案で，ブローチングについては直接基準手法の候補と

して梅田らのブローチング発生確率理論により, 内航

長距離カーフェリーについて計算を行い，操船制限や

操船ガイダンスの在り方について提言する． 
 
3. 対象船 

 本論では，対象船として，我が国の外洋を航行する

長距離カーフェリーとして典型的なものとなるように

設計された架空の船舶を用いた．垂線間長 175m で 2
軸 2舵をもち，運航フルード数は 0.3である. その主要

目はTable1の通りである．夏期満載出港，夏期満載入

港，空倉出港，空倉入港の４つの標準載荷状態につい

て，波乗りならびにブローチングの危険性について検

討を行った． 
夏季満載出港状態の平水中船体抵抗は，大阪大学船

舶海洋試験水槽で縮率1/60の模型船を用いた抵抗試験

を行って求めた．他の載荷状態については, 船を一定

の速度で航走させるのに必要な指示馬力が排水量の

2/3 乗に比例するというアドミラルティ係数の考えに

基づき，それぞれの排水量の 2/3 乗に比例するとして

推定した．最終的に計算に用いた船体抵抗をFig. 2に

示す． 
推力減少係数 tPならびに，伴流係数wPは，2軸 2舵

船に対する IMO のCGでの議論 3)に基づき，以下の推

定式を用いた． 
 

Bd
DCt P

Bp 1185.0325.0 −⋅=  (1) 

 1.0=pw  (2) 
ただし   

BC  
B  
d  
Dp 

= 方形係数 
= 幅 
= 喫水 
= プロペラ直径 

 

主船体の操縦性流体力微係数は井上の式 7)を用いて

推定した．付加質量は元良チャート 8)によった．舵効

きを表わすパラメータについては,小瀬らのデータベー

ス 9)や芳村らの推定式 10)により推定を行った． 
なお, このようなカーフェリーにはフィンスタビラ

イザーが装備されていることが通常であるが, 本研究

ではその効果は簡単のため考慮していない. このブロ

ーチングへのフィンスタビライザーの効果については, 
梅田ら 11)の検討がある. 

 
4. 対象海域について 
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 本研究においては，IMO の基準の想定する北大西洋

海域における波乗りならびにブローチングの発生確率

を検討する．我が国の長距離カーフェリーの代表的な

運航航路として，北海道航路，九州航路，瀬戸内航路

が挙げられるが，その中でも相対的に海象が激しいと

される北海道航路について，太平洋側（大洗-苫小牧）

ならびに日本海側（舞鶴-小樽）についても研究対象航

路とした．北大西洋海域での波浪統計は国際船級協会

連合（IACS）の波浪統計 12)を，北海道航路の波浪統計

は国立研究開発法人海上技術安全研究所の「日本近海

の波と風のデータベース」13)を用いた. 後者は緯度経度

それぞれ 2 度の格子に囲まれた水域ごとの波浪統計が

公表されているので, 定期航路と交差する水域の波浪

データの算術平均を用いることとした．それぞれの対

象海域の波浪頻度表をTable 2-4に示す． 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1 対象船主要目 
Items Values 

Lpp (m) 175.0 m 

Breadth (m) 26.40 m 

Depth (m) 18.35 m 

 

Fig.2 船体抵抗 
 

Table 2 北大西洋海域の波浪頻度表 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

Table 3 北海道航路（日本海側）の波浪頻度表 

 

 
Table 4北海道航路（太平洋側）の波浪頻度表 

 

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5
14.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
14.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
13.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00007 0.00007
13.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00261 0.00261
12.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00390 0.00391
12.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.01121 0.01122
11.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.01174 0.01175
11.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.01271 0.01272
10.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00008 0.00002 0.01337 0.01346
10.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00025 0.00024 0.01406 0.01454
9.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00059 0.01134 0.00698 0.01890
9.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00011 0.00046 0.02763 0.00000 0.02819
8.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00002 0.00018 0.00069 0.04563 0.00000 0.04652
8.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00012 0.00087 0.04296 0.02293 0.00000 0.06687
7.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00049 0.00161 0.09856 0.00566 0.00000 0.10631
7.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00011 0.00189 0.01447 0.16160 0.00852 0.00054 0.18712
6.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00050 0.00131 0.00376 0.27538 0.02982 0.00836 0.01221 0.33133
6.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00225 0.00655 0.00568 0.00925 0.47162 0.03108 0.01040 0.00934 0.54616
5.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00628 0.02496 0.02614 0.55214 0.34027 0.04417 0.01384 0.01139 1.01918
5.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00002 0.03931 0.05321 0.05218 1.41680 0.09536 0.07804 0.01891 0.00859 1.76240
4.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00204 0.12274 0.06244 1.15239 1.51488 0.09709 0.08167 0.01176 0.01227 3.05727
4.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00002 0.03075 0.27102 0.24841 4.07243 0.48098 0.13403 0.07689 0.01543 0.02544 5.35540
3.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00030 0.24813 0.42260 3.55692 4.19568 0.65793 0.36671 0.12300 0.05806 0.05144 9.68074
3.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00931 1.38009 0.82915 14.50716 1.75359 1.35205 0.72023 0.31355 0.18550 0.12962 21.1802
2.75- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00012 0.50578 4.09902 20.17906 12.71454 3.05010 2.23928 1.18467 0.51167 0.26638 0.39289 45.1435
2.25- 0.00000 0.00000 0.00000 0.00029 0.01861 5.09525 14.23040 49.24440 11.91010 6.37883 3.81184 1.78988 0.44504 0.09492 0.34541 93.3650
1.75- 0.00000 0.00000 0.00017 0.00283 2.65547 18.14810 78.63514 32.90935 24.05940 13.56971 5.75808 2.08867 0.89758 0.11259 0.20242 179.039
1.25- 0.00000 0.00000 0.00164 0.09833 24.69634 76.51813 51.47309 48.53458 33.41699 20.33494 6.28521 2.21943 0.77091 0.12907 0.06865 264.547
0.75- 0.00078 0.00000 0.30667 28.68326 47.13372 39.83196 41.32790 38.94564 24.10119 14.54390 5.42862 1.29825 0.44878 0.06646 0.05128 242.168
0.25- 0.00407 0.11056 13.42385 41.01675 13.25679 12.66168 13.39441 11.19551 6.29343 4.10404 1.53909 0.43565 0.12087 0.04193 0.05485 117.653
0- 0.01468 0.04654 9.54495 1.23129 0.74611 0.62033 0.75177 0.61176 0.44529 0.34462 0.16467 0.07175 0.02189 0.00578 0.00461 14.6260

0.01953 0.15710 23.2773 71.0327 88.5071 153.391 205.573 203.314 131.401 73.5856 31.2171 11.6062 4.30009 1.16136 1.45758 1000.00

WAVE PERIOD [s]
TOTAL

W
A

V
E 

H
EI

G
H

T 
[m

]

TOTAL



 
 

5 
 

 
5. 波乗り発生確率 

 対象船の各対象海域での波乗り発生確率の計算を, 
IMO 第２段階基準の方法で行った．この計算において

は，波の位相速度は非線形性を考慮し, 前後方向波浪

強制力にはディフラクション成分を加えた数学モデル

を用いた．Fig. 2-5 に，計算結果を示す．横軸の

Nominal Froude number（フルード数）は，一定プロ

ペラ回転数を指定したときの平水中での船速を垂線間

長と重力加速度で無次元化したものを表す． 

 

Fig. 2 夏期満載出港における波乗り発生確率 
 

 
Fig. 3 夏期満載入港における波乗り発生確率 

 

 
Fig. 4 空倉出港における波乗り発生確率 

 

 
Fig. 5 空倉入港における波乗り発生確率 

 
 夏期満載出港，夏期満載入港状態においては，フル

ード数 0.30 での波乗り発生確率は 10-4 を下回ってい

るため，北大西洋海域の波浪統計を用いた第 2 段階基

準相当の判定に合格し, 波乗り発生の危険性は無視で

きる程度である．しかしながら，空倉出港，空倉入港

状態においては，フルード数 0.30での波乗り発生確率

は 10-4 を上回っており, 波乗り発生の危険性は無視で

きない．このように空倉状態において波乗りの危険性

が高まるのは，空倉状態では排水量が小さくなること

に伴って船体抵抗が小さくなり，追波中下り波面にお

いて船体を進行方向に押す波浪強制力を相殺する効果

が小さくなるためである．そのような空倉状態でも日

本周辺の想定航路上においては，波乗り発生確率は

10-5を下回っており実質的な問題はない. すなわち，北

大西洋海域の波浪データを用いた基準の要求は過剰で

あり, 日本周辺水域に操船制限を加えて運航させるこ

とに問題はないといえよう．また, 日本海側航路と太

平洋側航路で波乗り確率に大きな違いはない. 
 
6. ブローチング発生確率 

 次にそれぞれの積荷状態に対して,個別波の長さと

高さで定義される波乗り領域において, 波の進行方向

に対する船舶の進路指令角 15度，オートパイロットに

対する操舵の比例ゲイン 3.0 として対象船の時間領域

シミュレーションを行い，ブローチング発生領域を推

定した．その結果，波乗り領域では例外なくブローチ

ングが発生するとの結果が得られた．すなわち, ブロ

ーチング確率と波乗り確率は同じとなる. これは梅田

ら 6)の研究で用いた2軸2舵船型であるONR Flared 
Topside Vessel の場合と大きく異なる傾向である. 
この原因としては，Table 5 に対象カーフェリーと

ONR Flared Topside Vesselの舵面積の比較を示すよ

うに, この対象カーフェリーは船体の大きさに比べ舵

の大きさが小さいことが挙げられる．  
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Table 5 対象カーフェリーとONR Flareの舵面積

比の比較 
Ship AR/Ld 

Subject ship 0.022 
ONR Flare 0.057 

  
そこで，対象カーフェリーにおいて舵面積を 4 倍と

して計算を行ったところ，ブローチング発生確率の低

下が見られた．一例として，夏期満載入港状態におけ

る比較をFig.6に示す． 

 
Fig. 6 夏期満載入港におけるブローチング発生確率 

 
7. ブローチングによる大きな横傾斜発生確率 

 波乗り現象自体は危険なものではなく，十分に幅の

広い航路であればブローチングも船の最終的な危険に

直接つながらない. しかしながら, ブローチング時の

急旋回に伴う遠心力によって大きな横傾斜が発生する

と, 搭載車両やコンテナの横移動を引き起こして, 船
の最終的な事故につながる恐れがある．我が国の国土

交通省はこのような荷崩れ防止のためにカーフェリー

に対して，横傾斜角 25度でも荷崩れを起こさないよう

にラッシングするように運航者に指導している. 14)よ

って，本研究では 25度以上の横揺れを大傾斜と定義す

る．そして, 時間領域シミュレーションにおいて，ブ

ローチング発生とともに 25 度以上の大きな横傾斜が

発生する事象の発生条件を求め，ブローチングによる

大きな横傾斜発生確率を求めた．Fig.7-10 にその結果

を示す． 

 
Fig. 7 夏期満載出港におけるブローチングによる 25

度以上の横傾斜発生確率 
 

 
Fig. 8 夏期満載入港におけるブローチングによる25

度以上の横傾斜発生確率 
 

 
Fig. 9 空倉出港におけるブローチングによる 25度以

上の横傾斜発生確率 
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Fig. 10 空倉入港におけるブローチングによる25度以

上の横傾斜発生確率 
 

最終的な危険事象に対する許容確率は, 波乗りに対

する許容確率 10-4 よりも小さく設定すべきであろう. 
日笠・井上 15)によれば，縦強度規則を検討する上では，

船令を 20 年として一生のうちの短波頂不規則波中の

個別波との遭遇回数は 108 と想定されている，本研究

での計算が長波頂不規則波についてであること，波向

きの確率分布を考えれば, 遭遇回数は 106 程度と考え

るのが適切であるとしている. そうなると，この波と

の遭遇回数の下でも危険確率に至らない確率は概略そ

の逆数となる. よって, ブローチングによる 25 度以上

の横傾斜発生確率の許容値は 10-6となる.  
以上をふまえると，満載状態において，0.28以上0.33

以下のフルード数の範囲では, 北大西洋海域でもブロ

ーチングによる大きな横傾斜の発生確率は 10-6以下で

ある．そして日本周辺の航路上では 10-8を下回る．よ

ってブローチングによる危険は実質的には無視できる

といえる. 空倉状態については, 0.30以上0.33以下の

のフルード数の範囲では, 北大西洋海域においてはブ

ローチングによる大きな横傾斜の発生確率は 10-6を上

回り, 北大西洋を常時全速で航行するとすればブロ

ーチングの危険は現実のものといえる．しかしながら

周辺の航路上では 10-6以下であり，やはりブローチン

グによる危険は空倉状態でも実質的には無視できるこ

とになる．また，太平洋側航路よりも日本海側航路が

ブローチングに対してはより安全である. 
前章で述べた通り，ブローチングを回避する一つの

手段として，舵面積を大きくして操舵によって生じる

回頭モーメントを大きくするということが挙げられる．

そこで，舵面積を前章と同様に 4 倍とした際のブロー

チングによる大傾斜発生確率との比較を行った．一例

として，夏期満載入港状態における比較をFig.11に示

す． 
 

 
Fig. 11 夏期満載入港におけるブローチングによる大

傾斜発生確率 
 Fig.11 が示す通り，舵面積を大きくすることで，大

傾斜の発生確率は高くなっている．ブローチングを回

避するための舵面積拡大は，大きな横傾斜の確率を高

めるため，十分な検討が必要であると言える．すなわ

ち, 大きな舵は保針能力を向上させると同時に操舵に

よる横傾斜を増加させるためである. この解決には, 
舵面積増加は, GM の増加も同時に検討すべきといえ

る. 言い換えると, 直接評価の指標としては, ブロー

チングによる大きな横傾斜の発生確率がより望まし

い. 
 
8. 結言 

 本研究は, 代表的な長距離カーフェリーが北海道航

路に就航するときのブローチングに対する安全性を検

討した.  
1) 日本周辺を航路とする当該カーフェリーでは,

北大西洋海域の波浪統計を用いた第２段階基

準の要求は，過剰な要求となるため, 操船制限

の導入が望ましい. 
2) 当該カーフェリーについて, 満載状態に比べ空

倉状態では波乗りの可能性やブローチングに

よる大きな横傾斜の危険性がより高いとの計

算結果が得られた．また，太平洋側航路よりも

日本海側航路がブローチングに対してはより

安全である. 
3) 第３段階として許容確率10-6とした直接評価を

導入すると，日本周辺を航路とする当該カーフ

ェリーにおいてブローチングによる大きな横

傾斜の危険性は小さいことが明らかにされた. 
すなわち, 直接評価は第２段階基準より危険

側であり, 適切な基準間の相互関係が実現され

ている. 
4) 舵面積の拡大によってブローチング発生確率

の低下が認められたが，逆に大きな横傾斜の危

険性が高くなり，ブローチングを防ぐ手段とし

て舵面積拡大だけでは適切でないことが示さ

れた. 言い換えると, 直接評価の指標としては, 
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ブローチングによる大きな横傾斜の発生確率

がより望ましい. 
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エクスペディション型客船を活用した離島観光振興モデル
- 奄美大島における「世界自然遺産」を活用したクルーズ受入機能分化 -

Tourism DevelopmentModel with Expedition-type Cruise Ships in the JapaneseRemote Islands

前嶋 了二*

Ryoji Maeshima

メガクルーズシップによる日本本土への寄港数が急速に伸びる一方で、寄港地ではガイドやバスの不足、特定土産店への利益誘導や

交通渋滞の発生など様々な問題が発生しており、クルーズ観光産業の「持続性」と「質」が問われている。世界自然遺産の登録を目指す奄

美大島では、比較的大型の客船を受け入れ可能な名瀬港と小型船の接岸が可能な古仁屋港があるが、今後の自然保護政策とクルーズ観

光振興のバランスを考慮し、両港の利用方法および観光資源の機能分化が必要となっている。関係 5市町村へのヒアリング、エキスパート

との現地調査を行い、具体的な機能分化モデル案の作成と将来的なクルーズ観光振興策の検討を行った。

キーワード： 世界自然遺産、エクスペディション・クルーズ、ゾディアック・ランディング

1. はじめに－市場環境と研究の目的

１）世界のクルーズ市場とアジアにおける動向

クルーズマーケット・ウォッチ社の統計によれば世界の

クルーズ乗客数（クルーズ人口）は年間約2220万人にの

ぼり、毎年７％規模で増加している。 (CMW 2015) 内、

約 1300万人はアメリカ市場であるが、これまで「クルーズ

空白地帯」と称されてきた東アジア地区においても、中国

カジュアル市場（注１）やオーストラリアの市場拡大で、ア

ジア太平洋地区のクルーズ人口は、2020年には 500万
人規模になると予測されている。

アジア市場の急速な伸びにより、メガシップを使ったカ

ジュアルクルーズの主要デスティネーションである日本

の主要寄港地では、「中国語通訳案内士の不足」、「貸切

バスの不足」、収益構造の圧縮による「特定民族系土産

店への送客集中」、「不法就労者によるガイド行為」、「観

光地・土産店周辺での交通渋滞、違法駐車」など様々な

歪みが生じ始めており、いつまで続くか保障のない「爆

買」に依存した産業構造が拡大している。

一方、欧米豪を中心とする高級クルーズ市場において

も、東アジアに注目が集まっている。長崎、横浜、神戸、

大阪などに限られていた高級外国客船の寄港地は、今

や日本全土をカバーするに至っている。横浜・神戸・大

阪など主要国際空港を活用した「フライ＆クルーズ」に加

え、小樽や新潟、金沢など、新たな発着港が新幹線を活

用した「フライ+レール＆クルーズ」として開発されており、

船社主催商品だけでなく、探検（エクスペディション；

Expedition)型旅行を主催する専門旅行社による日本周

遊型商品や域外結節型（アリューシャン列島、関西・瀬戸

内海から山陰・九州、琉球弧から台湾、東南アジアなど）

商品も運営されている。

こうした寄港地の国内拡散は主として 3万トン未満の

「小型客船」によってもたらされており、それまで外国客

船の寄港に縁がないと思われた小規模港に大きな可能

性を与えている。例えば、屋久島や萩、宮島のように世

＊正会員、（株）ＪＴＢ九州コミュニケーション事業部

界レヴェルの観光資源を持ちながらも大規模客船の寄港

が不可能な港についても、こうした小型客船は接岸ある

いは錨泊、時には通船やゾディアック （注１）を活用した上陸

方法により海外からのクルーズ乗客を運んでいる。「小型

客船」の乗客は、「知的好奇心」旺盛で「体験・体感」を好

む「本物志向性」が特徴であり、中国カジュアル市場のよ

うにショッピングによる大きな直接的経済波及効果は期

待でいないものの、「歴史」、「文化」、「自然」といったデ

スティネーション固有の価値を正当に評価・紹介し、世界

市場に普及させる「プロファイリング」効果が大きく、長期

的にみればデスティネーションの価値を大きく高める効

果が期待できる。

2)調査研究の目的

離島域への交通アクセスは、通常、運輸機関同士の競

争がないため価格が高い。また、国や自治体からの補助

を受けて運営している定期航路も多く、企画旅行商品(パ
ッケージツアー）への戦略資金投入が難しい構造にあり、

旅行商品化の阻害要因になることが多い。

クルーズ商品の特徴として、定期交通機関に課せられ

た運行路線や価格設定に関する制約を全く受けないと

いうアドバンテージを有することがあげられる。もちろん、

邦船、外国船の違いも出入国が絡まなければ、条件的に

同等である。また、商品広報、マスメディアや雑誌、SNS
などを通じて市場へのプロファイリング(知名度向上）効

果も期待できる。「クルーズ」は「離島観光振興の起爆剤」

といってよいだろう。

また、「世界遺産」の観光資源としての付加価値は、こ

うした離島特有のハンディキャップを克服し、「高くても行

く価値がある。」、「時間がかかっても行く価値がある。」と

いう購買意欲の向上効果をもたらしており、国際市場でも

寄港地選定上の指標の一つになっている。

本論では国内離島地域で今後「世界遺産」申請が計画

されている離島域(五島列島、奄美群島、やんばる、西表

島）から、「東洋のガラパゴス」呼ばれ、多様な固有動物、

九州産業大学商学部観光産業学科（非常勤）
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鳥類、植物の宝庫であるとともに、世界3大織物のひとつ

「大島紬」など固有文化を有する「奄美大島」について、

「世界自然遺産」登録を活用したクルーズ観光振興の具

体的な方策と課題について、検討を行い、提言を行う。

2. 研究対象と調査・検討方法

１）研究対象

世界遺産登録には、①国立公園としての認定、②文化

庁による「暫定リスト」への登録、③日本政府による「ユネ

スコ世界遺産センター」への推薦、④対象案件の現地調

査（「文化遺産」は ICOMOS、「自然遺産」は IUCN調査）、

⑤世界遺産委員会での承認、という長いプロセスが必要

となる。我が国には、現在19の登録遺産、10の暫定リスト

登録案件があるが、いずれも暫定リストに登録された段

階から観光デスティネーションとしてのプロモーションが

行われている。たとえば、今年UNESCOへの正式推薦

が見送られた「長崎の教会群とキリスト教関連資産」は、

著者が長崎県庁観光振興推進本部に勤務し始めた 2005
年の時点で「長崎巡礼」として観光商品化が進められ、著

者も五島列島へのクルーズ船誘致の具体的プロジェクト

をスタートし、2010年には「にっぽん丸」による上五島へ

のクルーズ船初寄港（青方港沖錨泊）が実現した。

今回の研究対象としては、こうした世界遺産登録にむ

けた手続きの初期段階、暫定リスト登録前の状況下にあ

る離島、奄美大島を対象とした。奄美大島はすでにマス

ツーリズムによる観光開発が行われているが、世界自然

遺産登録の対象となる地域については未だ観光商品とし

ての開発がなされておらず、2018年の正式推薦という目

標に向けて広範な提言の可能性を残している。

２）調査・研究方法

調査、研究にあたっては、①世界自然遺産登録先行

案件の参考調査（屋久島）、②奄美大島の現地調査と検

討を行った。

屋久島は 1993年に日本で最初の世界自然遺産として

登録され、すでに世界各国のクルーズ船が寄港している

一方、様々な観光政策上の問題が発ししており、奄美で

の調査を行う上での指標となった。

奄美大島では、現地関連自治体(鹿児島県〔大島支庁、

観光課および自然保護課〕、竜郷町、奄美市、大和村、

宇検村、瀬戸内町、奄美群島広域事務組合）および関連

団体(奄美群島観光物産協会、奄美観光協会、奄美ネイ

チャガイド協会）の協力を得ながら、観光素材の抽出、港

湾及び錨泊地点、ゾディアック・ランディング候補地の抽

出を行い、九州運輸局とともに現地調査および受入勉強

会を実施した。また、クルーズ商品企画上の専門的意見

を聴取するため、JTBグローバル・マーケティング＆トラ

ベルの担当責任者および探検型客船のエクスペディショ

ンリーダーとして活躍するマーク・ブラジル博士を招聘し、

現地視察と参考意見のヒアリングを実施した。

調査の内容とスケジュールは図１の通りである。

図１ 調査内容およびスケジュール

3. 調査結果

１） 世界自然遺産先行登録地事例

国内の世界自然遺産は、白神山地、屋久島（いずれも

1993年登録）、知床(2005年)、小笠原諸島(2011年）の 4
件である。いずれもクルーズ商品化されており、実績を

上げてきたが、問題点も少なからず発生している。

図2 国内世界自然遺産のクルーズ観光商品形態

客船から直接洋上観光が可能な知床、観光コースが分

散する青森・能代は大型客船の受入を行っているが、離

島港で寄港目的自体に対する世界遺産の比重が高い、

小笠原、屋久島では、受入キャパシティ(保護とのバラン

ス）および受入態勢（バスの台数、ネイチャーガイド、通

訳案内士の不足）が大きな問題である。このため、過去

両地域ではクルーズ船寄港に対する消極的反応がみら

れた。

屋久島については、2016年1月に現地調査と関係者向

けのセミナーを実施したが、1993年に日本で最も早く世

界遺産登録された屋久島町の経過と取り組みは、奄美大

島の今後の対応を検討するうえで、多くの示唆を得た。

世界自然遺産登録による縄文杉登山、宮崎アニメ「も

ののけ姫」による白谷雲水峡トレッキングの人気により順

調に伸びていた来島者数は、2007年の 40.6万人をピー
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クに減少に転じており、2014年には12万人(約25％)少な

い 28.6万人にまで減少している。かつて、クルーズ業界

では「困ったときの屋久島頼み」と言われる言葉があるほ

ど優れた集客力を誇っていたが、屋久島町の観光統計

によると実に来島者の 76％が「初回来島者」との数値が

でており、観光政策的には「リピート性」に課題があるとい

える。また、27％が「ヤクスギランド」、「白谷雲水峡」、「縄

文杉」、宮之浦岳を中心とする「奥岳」地区への入山者で

あるが、プロのネイチャーガイドや山岳ガイドなしでも観

光が可能であることからその利用率が低い。 71.9％という

ネイチャーガイド利用者の高い満足度からすると大変残

念である。また、「縄文杉」で往復 9時間、「宮之浦岳」で

往復9時間半の長い山岳歩行が必要である。また、白谷

雲水峡にある「もののけ姫の森」も登山道でのアクセスと

なるため、登山経験のない一般観光客のリピーター化に

は障害となっていると思われる。

クルーズ船の場合、「縄文杉」、「宮之浦岳」を含む山

岳コースをショアエクスカーションとして設定することは稀

であるが、「ヤクスギランド」や「白谷雲水峡」などのショー

トトレッキングコース、「西部林道」など貸切バスでの観光

が可能な世界遺産登録地域については、利用者満足度

が高いプロのネイチャーガイドによるインタープリテーシ

ョンを活用し、リピーター化を促進する必要がある。

一方で全入島者にたいする「外国人」の割合が 7.1%に

ものぼることは注目に値する。世界自然遺産の持つプロ

ファイリング力が屋久島の優れた自然資産の国際的知名

度を向上させた結果といえる。

屋久島のクルーズ受入キャパシティーは、岸壁、貸切

バス台数の 2つの制約があり、マスツーリズムによる環境

破壊の危険性から世界自然遺産登録された貴重な自然

を守る機能を果たしている。岸壁は宮之浦港に観光船専

用岸壁「火之上山埠頭」(250m、-7.5m、3万トン級、回頭

域 r=360m、陸上施設なし）があるが、キャパシティーを超

える客船については港外すなわち外洋に錨泊しなけれ

ばならず、通船やゾディアックでの上陸にはリスクを伴う。

貸切バスについては、3社で 28台(約1000席）しかなく、

また、白谷雲水峡については中型バスでしかアクセスが

できない。

屋久島町では、岸壁能力や貸切バス保有台数を超え

る大型客船の寄港を断り、3万トン以下の小型客船につ

いては積極的に受け入れる方針である。これまで財政的

負担の大きかった山岳地域におけるし尿処理費(約 4,600

万円規模)について、ヤクスギランドなどへの入場者から

徴収している「協力金」の値上げ(300円/人⇒1100円/人)

で対応する他、果実輸送用モノレール敷設によるし尿の

運搬などによるコスト削減を計画している。また、入島者

の 25％を占める山岳部への観光客のガイド利用率改善

のため、ガイド登録認証制度を整備するなどの取り組み

も始まっている。(屋久島山岳部利用対策協議会 2015）

表1 屋久島へのクルーズ船寄港実績

２） 奄美大島に関する調査結果

①世界自然遺産登録の準備状況

奄美大島では、現在、徳之島や沖縄やんばる地区、西

表島とともに、環境省、林野庁、鹿児島県、沖縄県などが

参画する「奄美・琉球世界自然遺産候補地科学委員

会」（委員長・土屋誠琉球大学名誉教授）による国立公

園の新規指定を経た世界遺産推薦地の選定が進められ

ており、2016年9月の推薦書暫定版提出を目指している。

環境省と鹿児島県自然保護課が現地の資源調査を行い、

暫定リスト申請にむけた対象の特定とゾーン分け、管理

計画、保全・利用計画の検討が行われている。また、「奄

美群島自然共生プラン推進本部会議」を設置し、具体

的な地域住民や地元産業との広範な共生計画について

検討を行っている。

図３ ユネスコに申請・登録された屋久島の保全地区ゾーニング

出典：加藤倫之(2014)：「屋久島世界自然遺産-登録の効果と課題」、平成

26年度第４回屋久島研究講座、環境省屋久島自然保護官事務所、ｐ3

先行事例である「屋久島」では「図３」のようにゾーン分

けされており、「原生自然環境保全地域」を除く「世界自

然遺産地域」に関して、観光目的での活用が行われてい

るが、奄美大島においては、現状、こうしたｿゾーニング

については、調査検討段階にあるため、今後の観光施
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設の追加設置や自然探索路、車両の通行規制、車を活

用した「ナイトサファリ（夜間自然観察）」のルートや運営

方法などについての具体的な活用方法については、未

だ検討段階にない。

②クルーズ客船の寄港状況

クルーズ船については、これまで名瀬港への邦船寄

港が中心で、外国船は 2012年のザーンダム(61,396ｔ､乗

客収容数1,440名）、2014年にはサンプリンセス(77,441ｔ、

1,950名)が６回寄港しているが、いずれも主に国内市場

を対象とするものであった。2015年には、欧米ラグジュア

リー層向け探検型客船(エクスペディション・シップ）「カレ

ドニアン・スカイ(4,200t, 114名)」の寄港が始まったばかり

の状況にあり、世界遺産関連資源の商品化はほとんど行

われていない段階にある。現在、ポナン (仏)、A&K（米）、

ゼグラム・エクスペディション(米）、ロイヤル・カリビアン

(米）などが興味を示しており、現地視察に訪れているが、

国際市場においての認知は進んでおらず、2018年に目

標化されている世界自然遺産申請が本格的な国際市場

へのアプローチ機会になると考えられる。

③受入勉強会の開催

現地自治と観光関連団体には、クルーズ市場および

客船タイプによる特性、波及効果について理解を深めて

もらうために 3回の勉強会を開催した。各自治体には受

講に合わせ、ショアエクスカーションの対象として推薦す

る観光資源とゾディアックによる上陸地点の候補を提案し

てもらった。

④観光素材の抽出と視察、検討

各自治体から提出された観光素材に著者が旅行会社

の見地から加えた案件について、現地で訪問調査すると

ともに、ゼグラム・エクスペディション(米)、A&K(米）のエク

スペディション・リーダーとして企画に携わる鳥類学者の

マーク・ブラジル博士、JTBグローバル・マーケティング・

トラベルでクルーズ・ショアエクスカーションの手配・運営

業務の責任者として長年活躍している大熊義孝氏にも現

地を視察していただき、意見を聴いた。抽出した素材と

検討結果は図４の通りである。

このうち、世界自然遺産地域の指定範囲になると思わ

れるものは「湯湾岳」、「神尾」、「金作原」の亜熱帯照葉樹

林地区である。3地区の利用状況は図５の通りである。

図４ 奄美大島の観光資源に関する調査結果

図５ 世界自然遺産候補地域の観光利用状況
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⑤観光資源の利用状況と問題点

奄美大島へは、すでに夏期7月から 9月を中心とする

航空機や定期フェリーを利用した一般観光旅行のハイシ

ーズンが存在している。特に 2014年「バニラエア」の就

航後は首都圏から往復 12,000円程度での往復が可能に

なり、需要の底上げに貢献している。また、2014年5-6月

には「サンプリンセス」による国内クルーズのシリーズ展

開がみられた。こうした、通常の国内観光では、「奄美パ

ーク」、「田中一村美術館」、「大島紬村」、「大浜海浜公

園」、「あやまる岬」などの大型観光施設を活用している。

一方、世界遺産登録地域の指定が見込まれる 3地域

については、「金作原原生林」についての日中のエコツ

アー、「神尾原生林」への夜間の野生動物観察ツアーが

着地型観光商品として販売されている。奄美群島観光物

産協会(通称：ぐ～んと奄美）では、奄美群島広域事務組

合と協働で優れたエコツアーガイドについて「公認ガイ

ド」として登録を進めており、現在 47名が同協会ガイド名

鑑に登録されている。活動の中心地は日中の野鳥観察

がし易い「奄美自然観察の森」、希少植物の観察が可能

な「金作原原生林」が中心となっているが、「神尾原生林」

の奥深くまで 4WD車を運転して入らなければならない夜

間の野生動物観察ツアーについては 5名程度しか対応

できていない。販売価格もひとり\6,500-8,000かかること

もあり、ガイドを同行させず観察フィールドへレンタカー

で乗り入れる観光客が増加しており、脱輪による救助要

請だけでなく、アマミノクロウサギや稀少カエル類の轢殺

が深刻な問題として浮上している。

⑥港湾施設およびゾディアックによる上陸地点の抽出

クルーズ船の接岸が可能な各港湾施設の情報は図６

の通りである。 また、各自治体ににはエクスペディション

型客船の搭載するインフレータブル・ボート（通称：ゾディ

アック）での上陸の可能性を想定し、図７の候補地を提案

してもらい、実際に現地を視察した。

北部赤尾木湾錨泊時の倉崎海岸上陸、南部古仁屋港

接岸または大島海峡錨泊時のヤドリ浜、安脚場桟橋の活

用が商品化に適している。特にヤドリ浜は民間ホテルの

ビーチになっており、100名規模の飲食を含むサービス

の提供ができること、海峡を挟み向かい側の加計呂麻島

安脚場（あんきゃば）地区の古戦場や海峡を望む展望所

へのゾディアック運行が可能なことなどから利用価値が

高いと評価した。

図６ 奄美大島の港湾施設

図７ 奄美大島のゾディアック上陸ポイント検討結果

国交省への照会によると、ゾディアックによる上陸につ

ては、管轄の港湾管理者へ事前申請が必要であり、海外

船社への周知が必要である。

⑦受入に関する制約状況

最大の受入制約は、「貸切バス保有台数」である。奄美

大島本土には「しまバス」1社、21台（約850席）しかなく、

瀬戸内町加計呂麻島には小型バス 8台（224席）のみで

ある。このため、7万トン級（約 2,000名）が名瀬港に入港

しても全員の一日観光を組むことができず、半日観光を

分散設定するか、一日観光の設定数を限定せざるを得

ない。一方、小型客船であれば全乗客の 1日観光の設

定が可能である。

世界遺産登録地候補地 3地域はワゴン車（10名規模）

ないしは「小型バス（28名規模）」でのアクセスとなる。特

に野生生物が対象となる「神尾原生林」は、保全上ワゴン

車までが限度であり、マングローブパーク等の拠点での

乗り換えと一日あたりの受入制限が必要である。

4. 考察－クルーズ観光の機能分化モデル

１）クルーズ船誘致および観光開発上考慮すべき要素

調査によって得られたクルーズ船誘致上の諸条件を

主要港湾である北部の名瀬新港と南部の古仁屋漁港を

拠点とする地域で分類整理すると、いくつかの考慮すべ

き要素を把握することができる。

①港湾規模に関する制約

名瀬新港の岸壁の強度上の上限は 7万トン級である。

一方、古仁屋漁港は２万トン級である。しかし、赤尾木湾

（竜郷町）、大島海峡（瀬戸内町）への錨泊・通船上陸を

活用すれば、物理的な制約はない。すなわち、今後す

でに配船中のクァンタム級メガシップ（16万トン級）、
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2018年に中国配船が決まっているオアシス級メガシップ

（22万トン級）の寄港についても、通船上陸を前提とすれ

ば物理的には可能である。

②観光資源・施設の分布

空港および大型港湾、宿泊施設が北部に集中してい

るため、国内団体商品に対応する大型観光施設が名瀬

地区（奄美市街地・大和村東部）と空港周辺（笠利町・奄

美市・竜郷町）に集中している。

一方、古仁屋を中心とする南西部地域（瀬戸内町、宇

検村、大和村西部）には、団体対応の施設がなく、マリン

スポーツを中心とする個人旅行者向けの観光施設となっ

ている。また、世界自然遺産登録に向けて重要性が高ま

りつつある湯湾岳を中心とする亜熱帯照葉樹原生林では、

小規模のネイチャーツアーが運営されているに過ぎない。

➂ショアエクスカーション設定上の制約

貸切バス台数の保有台数（21台、約8５0席）による制

約が全島レヴェルでの受入制約要素となっている。また、

ネイチャーガイドや英語ガイドの不足も現状の制約要素

である。今後は世界自然遺産登録により、保全地区への

立ち入りが制限されるのはもとより、観光利用が可能なバ

ッファゾーンに関しても、立入人数や交通手段の制限な

どが計画的に行われることになる。

図８ 港湾地域別大型観光施設分布と受入制約要素

２）誘致に適したクルーズ客船の規模と市場

以上のような制約を考慮すると、名瀬新港を活用した

「サンプリンセス(7万トン、1,950人)」規模の客船が、奄美

大島における適正上限と考えるべきである。それ以上の

規模の客船を誘致するためには、カリブ海におけるプラ

イベートアイランドのように、特定の海浜地区をクルーズ

乗客が占有使用できるような施設整備が必要となる。そ

の際は、客船から排出される汚染物質やゴミ処理など、

環境面のアセスメント、地元住民との意見調整など、時間

をかけた議論が必要である。中国市場からの「爆買い」ク

ルーズは、数年で終息する性格のものであるので、短期

的な外貨獲得にのみとらわれ結論を急ぐのは性急である。

一方、「世界自然遺産」登録を活用し、国際的観光デス

ティネーションとしての長期的マーケティングを行うという

視点からは、乗客の知的好奇心が強く、教育水準も高い

エクスペディション型客船や小型ラグジュアリー船を集中

的に誘致することが非常に重要であるといえる。また、こ

うした「小型客船」は、プレミアムからスーパーラグジュア

リーのカテゴリーに含まれ、概ね 3万トン級以下、乗客規

模的には 400名以下である。対象となる今後日本への寄

港の可能性がある客船は約20隻運航されている。（図９）

図９ 日本寄港の可能性がある小型客船

３）受入機能の分化モデルについて

観光資源の分布状況と港湾施設の地理的位置との関

係を考慮すると、7万トン級までの大型客船は名瀬新港

へ寄港させ、奄美パークや大島紬村など大型観光施設

や自然へのインパクトの少ない、あやまる岬など景観を

楽しむことのできる目的地、奄美市内でのショッピングな

どを組み合わせた、従来のショアエクスカーション（図 10

の①）を維持がすることが望ましい。

一方、自然保護上の受入制限が必要な世界遺産登録

候補地や陸上アクセスの困難な観光資源の多い南部に

ついては、古仁屋漁港および大島海峡へ高級小型客船

およびエクスペディション型客船を戦略的に誘致すること

により、これまであまり知られていなかった希少価値の高

い奄美大島の自然の国際的知名度を向上させることが

期待できる。古仁屋漁港からは、図10の②のように、これ

まで商品化されてこなかった新しいショアエクスカーショ

ンの提案を行うことができる。
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図１０ 名瀬港、古仁屋漁港からのショアエクスカーションモデル

３） 想定される受入態勢上の調整課題

世界自然遺産登録後は、屋久島で「縄文杉」がシンボ

ルとして主要な訪問目的化されたように、奄美では野生

動植物の生態観察をいかに確実に行うかがキーとなる。

奄美大島の自然の象徴であるアマミノクロウサギやルリカ

ケスなどの野生生物や稀少植物を見ることができなけれ

ば、観光客の落胆は大きく、リピート性を確保することは

難しい。以下、必要と思われる受入態勢の整備につて考

察した。

①ネイチャーガイドの育成と統一的ガイド・ルールの策定

世界自然遺産指定想定地域3地域のうち、「金作原」に

ついては、比較的多数のネイチャーガイドが対応してい

るが、夜間生態観察については「湯湾岳」や「神尾」の両

地区の奥深くまで入山する必要があることや観察地点に

関する正確な情報把握が求められることから現状数名が

ツアー運営するにとどまっている。また、いずれも狭い山

岳林道を運転しながら野生生物をサーチライトで探すと

いう安全上の問題点もあり、運転手とガイドの業務分担な

ども検討すべきである。

より多くのネイチャーガイドが夜間生態観察ツアーの

運営に参画し、かつ、利用者の安全確保と生態系へのイ

ンパクトを制限するため、育成プログラムの策定、実施と

ツアー運営のルール作りが早急に求められる。

・野生動植物の観察ポイントに関する情報の共有

・定期的な会合の開催による課題の検討と改善

・ネイチャーガイド教育プログラムの策定・開催

・ツアー運営規定の策定・順守の義務化

など、解決すべき事項は少なくない。

②保存地区（Core-Zone)と緩衝地区（Buffer-Zone)の機能

分化と受入施設整備

保存地区の設定の可能性がある湯湾岳地区や神尾地

区については、緩衝地区の利用に関して、ある程度の受

入能力の拡大が求められる。現状、湯湾岳については

大和村フォレストポリスおよび宇検村の 2ルートでのアク

セスが可能であるが、神尾地区についてはマングローブ

パーク付近の 1ルートに限られている。

今後は緩衝地域内に新たなルートを開発することによ

り、これまでのルートにかかっている負担を分散させる必

要がある。また、ツアー車両の入山タイミングを一定間隔

にずらして配分するため、乗り換え拠点に「ネイチャーセ

ンター」などの滞留可能な教育施設の設置も検討すべき

だろう。

③世界自然遺産地域に対する交通アクセスの制限

動植物へのインパクトを最小限とするための重要な施

策として、許容可能な一日あたりの観光客数をアクセス

ルートごとに明確に規定する必要がある。また、域内に

おける轢殺（ロードキル）を防ぐため、ネイチャーガイドを

伴わない入域を制限するべきである。特に夜間の野生

動物生態観察については、車両サイズをワゴン車までに

制限し、域内走行速度も毎時 10ｋｍ程度にすることが求

められる。

5. おわりに

通常、欧米におけるクルーズ商品は 18か月前には販

売が開始される。このため、2018年の世界自然遺産登録

にあわせた探検型小型客船の誘致をすすめるためには、

2016年秋までにはショアエクスカーションに関する提案

を行わなければならない。

一方、大手外国クルーズ船社による東アジア地区のデ

スティネーション開発は着々と進んでいる。これまでの九

州地区を中心とした観光・ショッピング中心の周遊型クル

ーズだけでなく、日本全土を対象にした長期クルーズの

設定や年間を通してデスティネーション化が可能な南部

離島地区を対象とした「カリブ海型」のアイランド商品の

開発も戦略的に行われようとしている。

奄美大島は「カリブ海型」デスティネーション化の絶好

のターゲットであり、今後 2018年には世界最大の 22万ト

ン級にまで大型化される予定の東アジアクルーズ市場を

受け入れるべきか、或は受け入れた場合に「世界自然遺
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産」の保全とどう両立させるのか、重大な岐路に立たされ

るであろう。

中国市場の「爆買い」は長期的にもたらされるものでは

ない。これまで何世紀にもわたってケンムン(注２）やハブ、

そして奄美の人々によって守られてきた「東洋のガラバ

ゴス」とも言うべき貴重な自然や固有文化を今後も子々

孫々への資産として残していくために、今、何をすべき

か取り組むべき責任は非常に重い。

短期的な経済波及効果を選択するか、長期的な観光

地としての発展をのぞむか。あるいは中国市場によって

もたらされる経済的メリットを自然保護のための資金とし

て循環させる処方を構築するか。奄美の人々自身の選

択にかかっている。

注 釈

(注１） 正式には「インフレータブル・ボート」。フランス「ゾディアック社」の製品であることから、こう呼ばれている。

(注２) 奄美の森に住むと近年まで信じられてきた妖精あるいは妖怪。河童のように相撲を好み、タコを嫌う。時に人間をだますこともあれば、

助けることもある。
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